
ごみの中には資源が
たくさんあります。

ごみの減量・
リサイクルに
心がけましょう！

＜もくじ＞

指定袋
○ 可燃ごみ ･････････････････････････････････････････ Ｐ．３
○ 空きかん・空きびん ･･･････････････････････････････ Ｐ．４
○ 不燃ごみ ･････････････････････････････････････････ Ｐ．５
○ 粗大ごみ・臨時ごみ・引越し等の一時多量ごみ ･･･････ Ｐ．６
○ ごみの自己搬入について ･･･････････････････････････ Ｐ．７
○ 町では収集しないもの ･････････････････････････････ Ｐ．８

リサイクル用収納ボックス ･････････････････････････････ Ｐ．11

小型充電電池とボタン･コイン電池の回収 ････････････････ Ｐ．10

○ 古紙・古布（新聞紙・雑誌・ダンボール・古布）･････ Ｐ．12
○ 資源プラスチック ･ 有害ごみ ･･････････････････････ Ｐ．13

五十音順ごみ分別一覧表 ･･･････････････････････････････ Ｐ．14

家庭ごみの分け方・出し方

古代くん 未来ちゃん

桂　川　町



ごみを排出するにあたっての基本事項

 排出量は各種指定袋（大）１枚につき約 10㎏程度にしてください。
 袋の口はきちんと結んでください。（ごみがはみ出さないようにして
ください。）
 分別を必ず行ってください。
 指定袋（小）に対して容量を超えないようにしてください。（ごみが
はみ出す場合は、指定袋（大）に入れるか粗大ごみで排出してくだ
さい。）
 大型ごみや大量のごみに対して袋を巻きつけたり、貼り付けたりし
ないでください。
 米袋等により指定袋を補強しての排出はやめてください。中身が確
認できないため回収できません。

以上のことが守られずに排出されたごみに対しては、警告シールを貼ったうえで

回収を行いませんので、ご注意ください。

○指定袋は、スーパーマーケット・コンビニ等で販売しています。

○ごみは焼却せずに、きちんと分別して町の収集に出してください。

○不用品（無料・有料）回収業者へは、依頼しないでください。適正に処理され

ない場合があります。

〔悪い例〕…次のような場合は回収を行いません。
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第

曜日

ごみ収集日 日程表ごみ収集日 日程表ごみ収集日 日程表ごみ収集日 日程表
（※あなたのごみ収集日を記入しておきましょう）（※あなたのごみ収集日を記入しておきましょう）

燃えるごみ
収　集　日
燃えるごみ
収　集　日

粗 大 ご み
収　集　日
粗 大 ご み
収　集　日

袋の色／黄袋の色／黄

その他の燃えない
ご み 収 集 日
その他の燃えない
ご み 収 集 日

袋の色／緑袋の色／緑

空 き び ん
収　集　日
空 き び ん
収　集　日

袋の色／橙袋の色／橙

空 き か ん
収　集　日
空 き か ん
収　集　日

袋の色／青袋の色／青

粗大ごみシール粗大ごみシール

※不法投棄は法律で禁じられています
※資源ごみの回収は、悪天候の場合、順延になることがあります
問い合わせ先／桂川町役場 保険環境課 生活環境係 ☎65-1097

※不法投棄は法律で禁じられています
※資源ごみの回収は、悪天候の場合、順延になることがあります
問い合わせ先／桂川町役場 保険環境課 生活環境係 ☎65-1097

曜日

曜日

第

曜日

第

曜日

第

曜日

※８月・1月の粗大ごみの収集はありません
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○ 生ごみ （よく水切りをして出してください。）
○ 食用油

（紙や布にしみこませて出してください。）

○ 木切れ
（袋に収まる長さに切って出してください。）

○ 紙おむつ
（汚物を取り除いて出してください。）

○ 皮革製品（革靴、革コート）
○ かばん（金属製は「不燃ごみ」へ）
○ 紙類（銀紙、カーボン紙など）
○ 布類（帽子、綿入り、羽毛入りなど）
○ 布くず

○ 白色以外のトレー、異物がついているトレー
○ ペットボトル
（ただし、判別マーク PET1 のものは

  リサイクル用収納ボックスへ）

○ ビニール、ゴム製品
（バイクや自動車のタイヤを除く）

○ ＣＤ、ＭＤ、ＤＶＤ
○ 発泡スチロール
（小さく砕いて指定袋に入れてください。）

※ カーテン、じゅうたん、布団、シート等の広い
ものは、50cm四方程度に切ってください。（切
らない場合は粗大ごみへ）

○ 指定袋に入れて、袋の口を結び収集日の朝に所定の場所へ出してください。
○ 再資源化できる紙類・布類は、「古紙・古布」で出してください。
○ 再資源化できるペットボトル・白色トレーは、「資源プラスチック」で出してください。
○ プラスチック製品は、「五十音順ごみ分別一覧表」をご覧ください。

。いさだくてし出で」みご燃可「、しにさ長る入に袋定指てせさ燥乾はどな」みご定剪・枝小・草刈「 ○
※草の場合は、泥をしっかりと落として下さい。

の度程いなれ破てっ持で手を袋定指、りま収に袋定指は」みご燃可「 ○
重さ（10kg 程度）で出してください。

○ 指定袋をごみ箱に入れたりネット等で覆うなど、犬・猫・
カラス等に荒らされないようお願いします。

可燃ごみ《週２回収集》

「可燃ごみ」として出せるもの 

 出し方 

 お願い  

○ 生ごみは、出す前にひと絞りして、水分を減らし
　 ましょう。ごみの減量はもちろん、悪臭や腐敗の
　 防止にもなります。
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の度程いなれ破てっ持で手を袋定指、りま収に袋定指は」んかき空「 ○
重さ（10kg 程度）で出してください。

の度程いなれ破てっ持で手を袋定指、りま収に袋定指は」んびき空「 ○
重さ（10kg 程度）で出してください。

空きかん《月１回収集》

空きびん《月１回収集》

○ 飲料用空きかん　（清涼飲料水のかん・酒類のかんなど）　　※ 油のついたものは不燃ごみへ
※ 中身を出し、軽く水ですすいでから出してください。

○ スプレーかん
○ カートリッジ式のガスのかん
○ 飲料用以外の空きかん
○ 缶づめ

○ 一斗缶
○ 食用油のかん
○ さびた空きかん
※ これらは「不燃ごみ」で出してください

「空きかん」として出せるもの 

「空きかん」として出せないもの 

○ 飲食用空きびん（清涼飲料水のびん、酒びん、醤油びん、薬びん、調味料びん　など）
※ ふたをはずし、中身を出し、軽く水ですすいでから出してください。
※ 割れた空きびんは、紙で包んで出してください。
※ 金属製のふたは「不燃ごみ」、それ以外のふたは「可燃ごみ」に出してください。

○ 食用油のびん　　○ 飲食用以外の空きびん　　
○ ガラス製品（板ガラス、コップ、灰皿、花瓶など）　　○ 化粧びん
※ これらは「不燃ごみ」で出してください

「空きびん」として出せるもの 

「空きびん」として出せないもの 

お
茶
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○ 油のついたかん・びん
○ ガラス製品（コップ、鏡、灰皿、花瓶、割れたガラス製品　など）
○ 金属類（アイロン、電気コード、ケーブル　など）
○ 一斗缶
○ 陶器類（茶碗、すずり、磁石　など）
○ 家電類（指定袋に入り、持って破れないもの）
○ 刃物類（刃部分は紙で包み、指定袋に入れて出してください。）
○ 飲料用以外の空きかん・空きびん
　 ）どな　んびのアュキニマ、んび粧化、んかスガの式ジッリトーカ、んかーレプスやスクッワ（ 

○ 缶詰（使いきって、よく洗って出してください。） 
○ 電球　　○ 傘　　○ 針　　○ 使い捨てライター

○ スプレーかん、カートリッジ式のガスかんや使い捨てライターなどは、必ず中身を使いきって、
屋外の通気の良い火気のない場所で、自分のほうに向けないで穴をあけ、出してください。
○ ストーブ、ガスレンジ等に入っている灯油や電池は取り出してください。
○ カセットコンロなどのガス缶は、取り出してください。
○ 指定袋に入れて、収集日に所定の場所に出してください。

○ ミシン（卓上型を除く）
○ ダンベル、鉄アレイ
○ 磁気マットレス
○ 電気のこ（10kg 以上）、電気カンナ（10kg 以上）
※ これらは「粗大ごみ」で出してください

「不燃ごみ」として出せるもの 

出し方 

「不燃ごみ」として出せないもの

の度程いなれ破てっ持で手を袋定指、りま収に袋定指は」みご燃不「 ○
重さ（10kg 程度）で出してください。

不燃ごみ《月１回収集》
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１月と８月は粗大ごみの収集が
お休みです。ご注意ください。

○  指定袋に入らないもの、また入れると破れるものなどです。
※ 詳しくは「五十音順ごみ分別一覧表」をご覧ください。

○ 温風ヒーター等に入っている灯油や電池は、必ず取り出してください。
○ 粗大ごみに直接シールを貼って出してください。
○ 雨や風などでシールがはがれそうな場合は、テープ等で補強してください。

○ テレビ（液晶テレビとプラズマテレビも含む）　　○ 洗濯機　　○ エアコン　　○ 冷蔵庫
○ パソコン　○ 衣類乾燥機
※ 家電リサイクル法の対象機器は、小売店や販売業者に引き取り（有料）を依頼してください。

）照参8.P（ 　
○  町で処理できないごみ ⇒「町では収集しないもの」をご覧ください。（P.8参照）

　引越しや大掃除などのごみで、通常の収集日以外に収集を依頼するときには、事前に収集業者に
申し込みが必要です（有料）。お住まいの地域の収集担当業者にお尋ねください。

収集業者
○ 伊藤産業（電話　６５－３８００）　　　　　　　○ 矢次衛生（電話　６５－５５８８）

「粗大ごみ」として出せるもの 

出し方 

「粗大ごみ」として出せないもの

「臨時ごみ」・「引越しごみ」等の一時多量ごみ

。いさだくてし出てっ貼をルーシ定指はに」みご大粗「 ○

粗大ごみ《月１回（１月と８月は除く）収集》

収 集 地 域（ 行 政 区 名 ）
吉隈一区・吉隈二区・内山田区・土師一区・土師二区

土師三区・土師四区・土師五区・土師六区・土師七区

土師八区・土師九区・土師十区・平山一区・平山二区

笹尾一区・笹尾二区・桂ヶ丘区・泉ヶ丘団地区・椿区

二反田団地区・弥栄区・グレインヒルズ・吉隈本町

収 集 地 域（ 行 政 区 名 ）
土居一区・土居二区・土居三区・吉隈三区

瀬戸区・寿命区・中屋区・豆田区・九郎丸区

貴船区・第一豆田区・天道区
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※ごみはきちんと分別し、指定袋に入れた（粗大ごみシールを貼付）状態で搬入
してください。

自己搬入できる日時
○月～土曜（年末年始は除く）、第3日曜日
○受け入れ時間：午前9時～12時、午後1時～午後4時30分

※ごみ処理施設では、指定袋・粗大ごみシールは販売していません。
　事前に指定袋販売店で購入し、指定袋に入れるなどして搬入してください。

ふくおか県央環境広域施設組合「 桂 苑 」
TEL 0948-65-0320
嘉穂郡桂川町大字九郎丸 275番地 21

ごみ処理
施　　設

■桂苑までの地図

ごみの自己搬入について

桂苑

飯塚方面 ➡

コンビニエンス
ストア

スーパー

出雲交差点
国道200号線

筑
穂
方
面

⬇

⬅ 冷水方面
歩
道
橋

約1.5㎞約1.5㎞

～
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タイヤ・タイヤホイール コンクリート・ブロック・瓦 ピアノ

家電リサイクル法
対象機器
家電リサイクル法
対象機器

■廃棄方法

バッテリー

テレビ
）ビレテ晶液（）ビレテマズラプ（ エアコン 冷蔵庫・冷凍庫 洗濯機・衣類乾燥機

バイク・スクーター 電動車イス 有害な薬品 ガスボンベ

電気温水器・ボイラー 消火器 耐火金庫 建築廃材
（石膏ボード・スレートなど）

農業廃棄物（耕運機・刃など）塗料・ペンキ・印刷インク 自動車・自動車部品 医療廃棄物

泥・土・石 鋳物浴槽 廃油・石油・灯油 ボタン電池(P.10を参照)

　家電リサイクル法は、テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・
衣類乾燥機の家電４品目を、売った人（小売店・販売業者）が回収して、
製造した人（メーカー・製造業者）がリサイクルする法律です。

❶新しく買い替えるので、同種の古い家電品を廃棄したい方
　→新品の購入先小売業者に引き取りを依頼します。

❷買い替えではなく、不用になった家電品を廃棄したい方
　→当時の購入先小売業者に引き取りを依頼します。

　※ただし、次のような理由で依頼できない場合は、ケース❸になります。
　　・当時の購入先小売業者を覚えていない。

　　・当時の購入先小売業者が廃業した。

　　・当時の購入先小売業者から遠方に引越した等の理由で引取依頼が難しい。

❸買い替えではなく、不用になった家電品を廃棄したいが、当時の購入先小売
　業者に引取りを依頼できない。

　→引き取り（個人負担）方法等について、ご説明いたします。詳しくは、

　　保険環境課（☎６５－１０９７）までお問い合わせください。

町では収集しないもの
次のものなどは、収集することも持ち込むこともできません。
購入先に引き取ってもらうか、専門の処理業者に依頼してください。

8



お問い合わせ　一般社団法人パソコン 3R推進協会
　　　　　　　電話 03-5282-7685

デスクトップパソコン・
ノートパソコン

ブラウン管型ディスプレイ・
液晶型ディスプレイ キーボード

使用済みの
パソコンなど
使用済みの
パソコンなど

■廃棄方法

　使用済みパソコンを資源として再利用するため、「資源有効利用促進
法」に基づくパソコンのリサイクルが行われるようになりました。

１．パソコンの製造・販売メーカーへ回収の申し込みをします。

（自作、倒産メーカー等のものは、一般社団法人パソコン３Ｒ推進協会へ

申し込んで下さい。）

２．回収申し込み後、専用のゆうパック伝票が送られてきます。

３．パソコンを梱包し、ゆうパック伝票を貼って、郵便局に出して下さい。

（戸口回収を希望される場合は、伝票記載の郵便局へ電話申し込みをすれ

ば回収されます。）

※本体とディスプレイが異なるメーカーの場合、それぞれのメーカーへの申し

込みが必要です。

※データの流出が心配な場合は、ハードディスクを壊して下さい。

※「PCリサイクルマーク」は、平成15年(2003年)10月以

降に販売された家庭向けパソコンに貼付されているもの

です。

　このマークの付いたパソコンは、廃棄する際に新たな料

金をご負担いただくことなく、廃棄いただけます。

　PCリサイクルマークのついてないパソコン(平成15年9月までに購入された製

品)は、回収再資源化料金をお客様にご負担いただきます。
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小型充電式電池とボタン・コイン電池の回収 

 
 
 
 
 
 

 
■小型充電式電池の見分け方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■小型充電式電池の絶縁方法                 

 
 
 
 
 
 
■ボタン・コイン電池の絶縁方法      ■その他         

 
 
 
 
 

 
          

リチウムイオン電池やモバイルバッテリー、ボタン・コイン電池などが不燃ごみ等に混入し、ごみ収集車や処

理施設内で電池が発火し、火災を招いた事例が全国で発生しています。 

スリーアローマークのあるものは、小型充電式電池の回収・資源化事業を行っている「一般社団法人ＪＢＲ

Ｃ」に登録された電気店や、家電量販店などで回収しています。また桂川町役場でも使用済み小型充電式電池

とボタン・コイン電池の回収をしています。 

 回収の際には、必ずビニールテープなどで端子部を絶縁してもってきてください。 

 見分け方と絶縁方法は下記のとおりです。 

 ① 回収・リサイクルが必要であることを示す記号 

（スリーアローマーク）と電池の種類を示す英文 
字のリサイクルマークが目印です 

② リサイクルできる小型充電式電池を見分けるに 

は、電池についているリサイクルマークを探して 

ください 

③ 製品に内蔵されている、リサイクルマークのある 

小型充電式電池を取り外してください 

④ 取り外せないものは保険環境課生活環境係ま
でご相談ください 

※ モバイルバッテリー（携帯電話・スマートフォンへ
の充電を主機能とするポータブル蓄電装置）は

本体回収です 

 

透明の絶縁テープを使用してください 

※必ずビニールテープなどで端子部を絶縁してください 

破損や膨張、液漏れ、リサイクルマーク

のないもの、取り外しができない小型充

電式電池の処分方法は、生活環境係ま

でご相談ください 



　リサイクル用収納ボックスとは、古紙・古布、資源プラスチック、

有害ごみを一時保管する物置のことです。

　桂川町では、資源ごみのリサイクルを目的として一般家庭から

排出された資源ごみを分別回収するため、各行政区内や役場等の

公共施設に設置しています。（事業所はご利用できません）

「リサイクル用収納ボックス」に出せるもの 

○ 新聞紙（広告・チラシを含む）
○ 雑誌（カタログ・辞書を含む）
○ ダンボール
○ 紙（牛乳）パック
○ 古布（衣類・タオル等）
○ ペットボトル・白色トレー
　 ※ 発泡スチロールは不可
○ 蛍光灯（直管・丸管・電球型・ツイン型）
　 ※ 割れたものは不燃ごみへ
○ 乾電池（ボタン電池は不可）
○ 水銀体温計

リサイクル用収納ボックス

※指定袋に入れる必要はありません。
無料でご利用いただけます。
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紙
古

布
古

◆ 新聞・・・新聞紙、広告、チラシ
◆ ダンボール・・・ガムテープ、セロテープ、ホッチキスの針などは外してください
◆ 雑誌類・・・上質紙、再生紙、ノート、はがき、本、ティッシュペーパーの箱（ビ

ニール部分を取り除き、折りたたんで出してください）、菓子箱、パンフレッ

ト、包装紙（テープは取り除いてください）、窓つき封筒（フィルム部分

は取り除いてください。）

◆ 牛乳パック、ジュース類の紙パック
　（酒類などの内側が銀色のものは、「可燃ごみ」に出してください）

※ 古紙は新聞紙 ･ダンボール ･雑誌類の３種類に分け､ 十文字にしばって出してください｡
※ 紙パックは、水ですすぎ汚れを落としたあと、 乾かして、開いてから、ひもや輪ゴムで束
ねて、地域のリサイクル用収納ボックスに出してください。

※ 古布は、持てる程度で十文字にしばって出してください。

※ ボタン・ファスナーなどは、はずす必要はありません。

※ 油がついているものは出せません。「可燃ごみ」として出してください。

◆  布製の衣類、下着　　◆ 布団カバー、タオルケット　など

■「古紙」として出せるもの

■「古布」として出せないもの

■「古布」として出せるもの

リサイクル用収納ボックス

■「古紙」として出せないもの
◆ 紙類・・・加工紙、写真、ノーカーボン紙　など
◆ 付属品・・・ 粘着テープ類、金具、ホッチキス等金具類、セロファン　など
※ 金属がついているものは金属部分をはずして出してください。

◆  帽子、はんてん、座布団、布団、毛布
◆  カーテン、羽毛製品、足ふきマット
◆  油を吸収しない布　革製品　など
これらは、「可燃ごみ」または「粗大ごみ」として出してください
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み
ご
害
有 ◆  乾電池（ボタン電池は発火性があり危険ですので収集処理はできません。販売店へ。）

◆  蛍光灯（直管・丸管・電球型・ツイン型）　　　◆  水銀体温計

蛍光灯は割れやすいので、購入時の箱などに入れて出しても構いません。

■　ペットボトル

■　トレー

出し方

出し方

出し方

■　有害ごみ

■「有害ごみ」として出せないもの

◆ ルトボトッペの」１ＴＥＰクーマ別判「 
　 （ペットボトルの底の中心に「へそ」のふくらみがあるもの）

◆ 白色トレー （色のついたトレーは出せません。可燃ごみとして出してください。）
◆ つまようじで軽く刺すとつきぬけるトレー
※ 異物や血、糊などがついているものは、「可燃ごみ」へ出してください。
※ 発泡スチロール（卵ケース、納豆ケース、カップ麺のカップ等）は出せません。

ふた（キャップ）とラベルは、はずしてください。

紙製シールが貼ってある場合は、シールをはがしてください。

ボトルの中を水洗いし、中の汚れを落として、乾かしてから出してください。

ボトルをつぶしてください。

洗って汚れを落とし、乾かしてから出してください。

１
ＰＥＴ

◆  電球・豆球　　◆   割れた蛍光灯　　◆ボタン電池（販売店へ。）
◆ リチウムイオン電池　◆ 充電式電池
※これらは「不燃ごみ」で出してください。
※電池関係はP.10を参照
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コイン電池 処理不適物 �１０参照
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パソコンの製造・販売メーカーへ
申込み下さい。（P.9を参照）
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パソコンの製造・販売メーカーへ
申込み下さい。（P.9を参照）

パソコンの製造・販売メーカーへ
申込み下さい。（P.9を参照）
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ボタン電池 処理不適物 �１０参照
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モバイルバッテリー 処理不適物 �１０参照
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リチウムイオン電池 処理不適物 �１０参照
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M E M O



【お問い合わせ】
　桂川町役場　保険環境課　生活環境係　（TEL　0948-65-1097）


